
『無人航空機による災害応急対策活動（撮影等）に関する協定』締結の公募 

次のとおり協定締結を希望する企業を公募します。 

協定の締結を希望する者は、下記により申請書を作成し提出をお願いします。 

申請書を提出した者の中から条件を満たす者と協定を締結することとします。 

なお、本協定締結の公募は、業務発注ではありませんので、現場説明資料の送付及

び入札は行いません。 

令和３年１１月１９日 

国土交通省 関東地方整備局 

東京国道事務所長 福本 充 

記 

１．協定の概要 

（１）名  称   無人航空機による災害応急対策活動（撮影等）に関する協定 

（２）目  的   本協定は、東京国道事務所が管理する道路施設等に災害等が発生した場合ま

たは発生の恐れがある場合や、東京都心２３区内において震度６弱以上（気象庁

発表）の地震（以下「大規模地震」という。）が発生した場合において、東京国道事

務所が管理する国道の災害応急対策活動（以下「活動」という。）を実施するにあ

たり、速やかな災害状況把握と道路啓開、被災施設の早期復旧に資することを目

的としている。 

（３）内  容   別添 協定書(案）のとおり 

（４）期  間   令和４年１月２０日から令和６年３月３１日まで 

２．応募資格 

次に掲げる条件を全て満足する者とする。 

（１）予算決算及び会計令（昭和 22 年勅令第 165 号）（以下「予決令」という。）第７０条及び第７１条の規

定に該当しない者であること。 

（２）次に掲げるいずれかの資格を有している者であること。 

①関東地方整備局（港湾空港関係を除く）における令和 3・4 年度「測量」又は「土木関係建設コンサル

タント業務」のいずれかに係る一般競争（指名競争）参加資格の認定を受けていること。（会社更生法

（平成 14年法律第 154 号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法（平

成 11 年法律第 225 号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の

決定後、関東地方整備局長（以下「局長」という。）が別に定める手続に基づく一般競争（指名競争）

入札参加資格の再認定を受けていること。） 

②令和０１・０２・０３年度国土交通省競争参加資格（全省庁統一資格）「役務の提供等」のＡ、Ｂ、Ｃ又

はＤ等級に格付けされた関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。なお、「競争参加

資格者の資格に関する公示」（平成３０年１１月２６日付官報）に記載されている時期及び場所で競争

参加資格の申請を受け付ける。 



（３）会社更生法に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続

開始の申立てがなされている者（（２）の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 

（４）申請書及び資料の提出期限の日から協定締結の時までの期間に、関東地方整備局長から指名停

止の措置を受けていないこと。 

（５）警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、国土交

通省発注工事等から排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 

（６）遠隔操作による空撮用無人航空機を所有（自社の下請負会社等が保有し、活動時に使用できる体

制を確保している場合も含む）し、災害現場において被災状況調査等のための活動（撮影等）が行え

る者であること。また、ＧＰＳ等による位置の安定機能を使用することなく、安定した離着陸、空中操

作が可能な者であること。なお、撮影能力は静止画と動画撮影の両方を満足すること。 

（７）所有（協力会社等が保有し、活動時に使用できる体制を確保している場合も含む）している無人航空

機のメンテナンス体制が整備されていることを証明した者であること。 

（８）航空法（昭和 27 年法律第 231 号）第 132 条第 2項第 2号の規定による許可または、同法第 132条

の 2第 2項第 2号の規定による承認を受けた実績があること。 

（９）「無人航空機による災害応急対策活動（撮影等）に関する協定書」第 5条（活動開始の要請）に基づ

き、操縦者による点検活動を開始できる者であること。 

３．申請書類の作成等 

（１）申請書類の作成 

申請書の作成については、以下のとおりとする。 

① 協定参加資格確認申請書【様式－１】 

② 無人航空機の所有（確保）状況及び機器の性能が確認できる資料、撮影能力の性能が確認でき

る資料及び航空法第１３２条または第１３２条の２に基づく｢無人航空機の飛行に関する許可・承

認｣の実績が確認できる資料【様式－２－１】【様式－２－２】 

③ 活動の実施体制【様式－３】 

④ ｢無人航空機を飛行させる者に関する飛行経歴・知識・能力確認書｣【様式－４】 

⑤ 所有している無人航空機のメンテナンス体制が整備されていることが確認できる資料【様式－５】 

⑥ 希望する担当区間を申告する書類【様式－６】 

⑦ 一般競争参加資格認定通知書の写し 

⑧ 協定参加資格確認申請書提出時のチェックリスト【様式－７】 

（２）申請書の提出 

①申請書の提出のために必要な資料の交付期間及び入手方法 

・交付期間：令和３年１１月１９日（金）から令和３年１２月１０日（金）まで 

・入手方法：東京国道事務所ホームページからのダウンロードにより、資料１式（公募文、協定書

（案）、申請書（様式－１～様式－７）を入手。 

※東京国道事務所ホームページアドレス：https://www.ktr.mlit.go.jp/toukoku/ 

②申請書は次に記載する受付期間及び受付場所に持参または郵送（書留郵便等の配達記録が残る

もので受付期間の消印有効）、若しくは電子メールによること。（電子メールの場合は、必ず電話に

て着信を確認してください。） 

・受付期間：令和３年１１月１９日（金）から令和３年１２月１０日（金）までの土曜日、日曜日及び祝

日を除く毎日の９時１５分から１７時１５分まで。 

・受付場所：関東地方整備局 東京国道事務所 防災情報課（担当：宮地） 

〒102-8340 東京都千代田区九段南 1-2-1 

ＴＥＬ ０３－３５１２－９０６４（防災情報課直通） 

ＦＡＸ ０３－３５１２－９１５８（防災情報課直通） 

電子メール miyaji-k8310@mlit.go.jp 

③提出資料は表紙を１頁とした通し番号を付するとともに全頁数を表示すること。（頁の記載例：１／ｎ

～ｎ／ｎ） 

④提出資料と合わせてオリジナルデータを電子媒体（ＣＤ）又は電子メールで提出すること。電子メー

ルで提出する場合は容量を５MB以内とすること。 

様式１～様式７は、①でダウンロードしたデータ（ワードファイル）とすること。 



電子メールのみで提出する場合は、全てを一つにまとめたＰＤＦファイルも提出すること。容量は５

MB以内とすること。 

４．申請書の審査に関する事項 

（１）協定の締結は、３．に掲げる応募資格を満たしている者と行う。 

（２）本協定を締結する業者数は別紙－１に示す区間毎に２～３社程度を予定している。ただし、応募者

数が多数の場合は、以下により評価し選定する。 



（３）技術審査における審査事項及び選定の着目点は以下の通りとする。

表－１ 協定締結者を選定するための評価基準 

評価項目 評価の着眼点・判断基準 項目別配点 

応
募
者

経
験
及

能
力
（資
格

実
績
等
）

資
格
要
件

「測量」、「土木関係建設コンサルタント業務」又は「役務の提供

等」の登録がある機関。 

① 登録あり 

なお、上記以外は選定しない。 

数値化しない 

許
可

実
績

（様式－２－１） 

過去に、航空法に基づく｢無人航空機の飛行に関する許可・承

認｣を受けた実績。 

① あり 

なお、上記以外は選定しない。 

数値化しない 

資
機
材

性
能

（様式－２－２） 

所有する無人航空機の確保及び、機器の性能を確認出来る書

面。 

① 様式の提出により機材の確保、性能を確認出来る 

なお、上記以外は選定しない。 

数値化しない 

（様式－２－２） 

 無人航空機の性能について、

次のとおり評価する。 

 なお、複数機体を保有・確保

している場合は、最も性能が良

い機体を評価する。 

 また、機体の評価はカタログ

値での評価とする。 

許
容
風
速

① 10m/s 以上 

② 10m/s 未満～5m/s

以上 

なお、上記以外は選定

しない。 

① ５ 

② ３ 

飛
行
時
間

① 20 分以上 

② 10～20 分未満 

なお、上記以外は選定

しない。 

① ５ 

② ３ 

撮
影
能
力

静止画及び動画撮影が

下記の順位で評価す

る。 

① 静止画は 1200 万画

素以上、動画は 4K

（3840×2160 以上）

動画撮影に対応し

ていること 

② 静止画は 1200 万画

素 以 上 、 動 画 は

FHD（1920×1080以

上）動画撮影に対応

していること 

なお、上記以外は選定

しない。 

① ５ 

② ３ 



安
全
機
能

① 墜落防止のための

安全装置（パラシュ

ートなど）が装備さ

れている。 

② 上記以外 

① ５ 

② 加点しない 

① 衝突回避のための

安全装置（障害物自

動回避機能など）が

装備されている。 

② 上記以外 

① ５ 

② 加点しない 

電
波
法
適
合

使用する機材の、電波

法適合状況 

① 総務省令で指定さ

れる「技適マーク」

の適合を受けてい

る。 

なお、上記以外は選定

しない。 

数値化しない 

応
募
者

経
験
及

能
力
（資
格

実
績
等
）

活
動

実
施
体
制
等

（様式－３） 

班体制の確保数を下記の順位で評価する。 

① ２班以上 

② １班 

なお、上記以外は選定しない。 

① １０ 

②  ５ 

（様式－３） 

大規模地震発生において、実務を担当する会社（作業基地等）

から活動予定区間（第１希望区間）で無人航空機を発進させるま

での所要時間を下記の順位で評価する。 

① 無人航空機を発災後６０分以内に発進させることが可能 

② 無人航空機を発災後１２０分以内に発進させることが可能。

③ 上記以外 

① １０ 

②  ５ 

③ 加点しない 

（様式－４） 

無人航空機を飛行させる者について。 

① 様式の提出により技術者の能力が確認できる 

なお、上記以外は選定しない。 

数値化しない 

機
器

等

（様式－５） 

無人航空機のメンテナンス体制の確保や、点検状況が適切に行

われている。 

① 様式の提出によりメンテナンスの体制が確認できる 

なお、上記以外は選定しない。 

数値化しない 



（４）本協定における選定、非選定の結果については、書面により通知する。なお、希望区間とならない場

合、複数区間を担当する場合並びに１つの区間に対し複数社が担当する場合がある。必要により、

協定の区間割りや区間延長を変更する場合がある。提出した申請書についてヒアリングを行う場合

がある。その場合は別途日時等について連絡を行う。（令和３年１２月下旬予定） 

（５）協定締結者への通知 

「無人航空機による災害応急対策活動（撮影等）に関する協定」の協定締結者として選定したものに

は、書面により東京国道事務所長から通知をする。通知は、令和４年１月１３日（木）の発送予定とす

る。 

５．非選定理由に関する事項 

（１）申請書を提出した者のうち協定締結者として選定しなかった者に対しては、選定しなかった旨の通知とそ

の理由（非選定理由）を書面により東京国道事務所長から通知する。 

（２）上記（１）の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して５日（行政機関の休日に関する法律（昭

和 63 年法律第 91 号）第 1 条に規定する行政機関の休日（以下「休日という。）を含まない。）以内に書面

により、東京国道事務所長に対して非選定理由の説明を求めることができる。 

（３）（２）の書面の受付窓口、受付時間は次のとおりである。 

・受付窓口：関東地方整備局 東京国道事務所 防災情報課（担当：宮地） 

〒102-8340 東京都千代田区九段南 1-2-1 

ＴＥＬ ０３－３５１２－９０６４（防災情報課直通） 

・受付時間：土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日の９時１５分から１７時１５分まで。 

（４）（２）の書面は持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。 

（５）（２）の非選定理由について説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算

して５日（休日を含まない。）以内に書面により回答する。 

６．実施上の留意事項 

（１）申請書の作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とする。 

（２）ヒアリングの低減に向け、申請書は正確・丁寧にわかりやすく記載すること。 

（３）提出された申請書は、技術審査及び協定締結者選定以外に提出者に無断で使用しない。ただし、東京

国道事務所と「無人航空機による災害応急対策活動（撮影等）に関する協定」を締結した会社について

は、大規模地震道路啓開計画等の策定のために提出された申請書のうち｢無人航空機の所有（確保）状

況及び機器の性能｣（様式－２－１）、｢緊急時の体制及び出発地からの距離｣（様式－３）などの情報につ

いて、関東地方整備局並びに関係事務所に対して必要に応じて情報の提供を行うこととする。 

（４）申請書に虚偽の記載をした者は、技術審査の対象としないとともに、その事実が協定締結後に発覚した

場合には、協定締結日にさかのぼって協定締結を無効とする。 

（５）提出期限日以降の申請書の差し替え及び再提出は認めない。 

（６）提出された申請書は返却しない。 

（７）問い合わせについては以下のとおりとする。 

① 問い合わせ先 

〒102-8340 東京都千代田区九段南 1-2-1 

関東地方整備局 東京国道事務所 防災情報課（担当：宮地） 

miyaji-k8310@mlit.go.jp 

② 問い合わせ期間 

令和３年１１月２６日（金）まで 

③ 問い合わせ回答日 

令和３年１２月３日（金） 

④ 問い合わせ方法は、担当者への電子メールとし、質問回答内容は必要に応じて東京国道事務所

ホームページに掲載する。 



区間⑨

協定締結区間割り

注） 協定区間の表示は、区間を区別するため
表示方法を使い分けしたものである。

別紙－１

区間① Ｒ１ 中央区日本橋一丁目～大田区多摩川二丁目 １８．２０ ０.００ ～ １８.２０

区間② Ｒ４ 中央区日本橋室町三丁目～埼玉県草加市谷塚二丁目 １４．００ ０.５４ ～ １４.５４

区間③ Ｒ６ 中央区日本橋本町三丁目～葛飾区金町三丁目 １３．３６ ０.７９ ～ １４.１５

区間④ Ｒ１４ 中央区日本橋馬喰町二丁目～江戸川区大杉三丁目 ９．１４ １.７９ ～ １０.９３

区間⑤ Ｒ１５ 中央区日本橋一丁目～大田区東六郷三丁目 １７．９０ ０.１９ ～ １８.０９

区間⑥ Ｒ１７ 中央区日本橋一丁目～板橋区舟渡三丁目 １５．９７ ０.００ ～ １５.９７

区間⑦ Ｒ２０ 千代田区霞が関一丁目～世田谷区給田三丁目 １６．６４ ２.９４ ～ １９.５８

千代田区永田町一丁目～世田谷区玉川三丁目 １３．７５ ０.００ ～ １３.７５

港区赤坂一丁目～千代田区永田町二丁目 １.０８ ０.００ ～ １.０８

Ｒ２５４ 文京区本郷三丁目～練馬区旭町三丁目 １５．２２ ０.００ ～ １５.２２

Ｒ１７ＢＰ 練馬区北町三丁目～板橋区三園二丁目 ３.４８ ０.００ ～ ３.４８

Ｒ３５７ 江戸川区臨海町六丁目～大田区羽田空港三丁目 ２０．９１ ２２.８８ ～ ４３.７９

Ｒ３５７ＢＰ 品川区八潮一丁目～品川区北品川二丁目 ３.０９ ０.００ ～ ３.０９

担当区間 距離 Ｋｐ区間 路線

区間⑧ Ｒ２４６

区間⑩

区間⑨

区間⑦

区間⑦

区間①

区間①

区間⑧

区間⑧

区間⑥

区間⑥

区間②

区間②

区間③

区間③

区間④

区間⑤

区間⑤

区間⑩


